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論壇
�

は
じ
め
に

〜
具
体
的
利
用
イ
メ
ー

ジ
が
描
け
な
い
〜

い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

関
連
四
法
が
公
布
（
平
成
２５
年

５
月
３１
日
）
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
２
０
１
６
年
（
平
成
２８

年
）
１
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
１

が
利
用
開
始
に
な
る
。

こ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
「
税

分
野
」
で
ど
の
よ
う
に
利
用
さ

れ
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

内
閣
官
房
Ｈ
Ｐ
掲
載
の
各
種
資

料
に
よ
れ
ば
「
国
民
が
税
務
当

局
に
提
出
す
る
確
定
申
告
書
、

届
出
書
、
調
書
等
に
記
載
。
当

局
の
内
部
事
務
等
に
利
用
」
と

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
だ

け
で
は
納
税
者
国
民
側
が
負
担

す
る
事
務
（
量
）
の
具
体
的
利

用
イ
メ
ー
ジ
が
描
け
な
い
２

。

日
本
税
務
会
計
学
会
を
は
じ

め
各
種
研
修
会
で
も
取
上
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
の
解
説
に
留
ま
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
発
表
等
を

見
聞
き
し
て
も
解
説
段
階
に
あ

り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
に
よ

る
「
税
分
野
」（
税
務
当
局
及
び

納
税
者
）
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
論
で
さ
え
十
分
で
な

く
、
国
民
各
層
の
納
得
感
３

が

得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

う
。本

稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
原
因

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
筆
者
な

り
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
こ
と

で
、
税
理
士
が
果
た
す
べ
き
役

割
に
関
す
る
議
論
等
の
キ
ッ
カ

ケ
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
具
体
的
な
利
用
イ
メ

ー
ジ
に
基
づ
き
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

１

内
閣
官
房
の
利
用
イ
メ
ー

ジ内
閣
官
房
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
を
担
当
す
る
向
井
治
紀
内

閣
官
房
審
議
官
は
、「
税
分
野
」

の
利
用
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
こ
と
を
紹
介
し
て
い

る
４

。
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
（
個
人
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
で
自
分
の
所

得
情
報
な
ど
が
確
認
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
で
、
確
定
申
告
が

や
り
や
す
く
な
る
。
／
マ
イ
・

ポ
ー
タ
ル
の
機
能
と
ｅ
―
Ｔ
ａ

ｘ
を
上
手
く
組
み
合
わ
せ
れ

ば
、
確
定
申
告
も
よ
り
簡
単
に

な
る
。
／
行
政
が
効
率
化
さ
れ

る
と
と
も
に
、
課
税
の
公
平
性

も
向
上
す
る
。
／
給
与
所
得
者

で
あ
れ
ば
、
勤
務
先
に
は
も
ち

ろ
ん
、
証
券
会
社
な
ど
に
も
番

号
を
告
知
す
る
ケ
ー
ス
が
あ

る
。
／
銀
行
に
番
号
を
告
知
す

る
必
要
は
な
い
。
／
法
人
番
号

は
民
間
利
用
が
自
由
な
の
で
、

今
後
、
番
号
を
使
っ
た
民
間
ビ

ジ
ネ
ス
が
出
て
く
る
可
能
性
も

あ
る
。

２

国
税
当
局
の
利
用
イ
メ
ー

ジ現
時
点
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

担
当
す
る
上
羅
豪
国
税
庁
長
官

官
房
審
議
官
は
、
次
の
よ
う
な

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
５

。

個
人
番
号
の
利
用
は
、
国
税

の
賦
課
ま
た
は
徴
収
に
関
す
る

事
務
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
／

法
人
番
号
は
、
国
税
庁
長
官

が
、
指
定
・
通
知
・
公
表
を
行

い
、
官
民
問
わ
ず
様
々
な
用
途

で
利
活
用
で
き
る
。
／
番
号
を

活
用
し
、
法
定
調
書
の
名
寄
せ

や
申
告
書
と
の
突
合
が
よ
り
効

率
的
か
つ
正
確
に
行
え
、
所
得

把
握
の
正
確
性
が
向
上
し
、
適

正
・
公
平
な
課
税
に
つ
な
が

る
。

３

税
理
士
会
の
利
用
イ
メ
ー

ジ東
京
税
理
士
会
「
平
成
２６
年

度
税
制
及
び
税
務
行
政
の
改
正

に
関
す
る
意
見
書
」（
平
成
２５
年

３
月
２１
日
）
、
あ
る
い
は
日
本
税

理
士
会
連
合
会
「
平
成
２６
年
度

・
税
制
改
正
に
関
す
る
建
議

書
」（
平
成
２５
年
６
月
２６
日
）
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
項
が
あ
る

が
、
こ
の
書
面
の
性
格
や
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
法
公
布
前
の
状
況
下

で
の
作
成
で
も
あ
り
、
い
ず
れ

も
抽
象
的
な
内
容
で
あ
る
。
今

後
、
納
税
者
目
線
で
の
利
用
イ

メ
ー
ジ
が
発
信
さ
れ
そ
れ
に
基

づ
き
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
の
真
の

理
念
が
埋
没

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
イ
メ

ー
ジ
が
上
記
の
よ
う
に
判
然
と

し
な
い
ま
ま
で
あ
る
理
由
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
理

念
の
曖
昧
さ
と
不
鮮
明
さ
に
あ

り
、
そ
れ
は
真
の
理
念
が
埋
没

さ
れ
て
い
る
点
に
原
因
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
理
念

の
曖
昧
な
表
現

番
号
法
に
基
本
理
念
の
規
定

が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
番
号

の
利
用
理
念
（
３
①
）
と
、
そ

の
利
用
に
関
す
る
施
策
推
進
理

念
（
３
②
③
④
）
と
に
分
け
ら

れ
る
。

主
な
利
用
理
念
は
、（
１
）
行

政
事
務
処
理
に
お
け
る
「
情
報

管
理
の
効
率
化
」
と
「
国
民
の

利
便
性
向
上
」
と
「
行
政
運
営

の
効
率
化
」（
３
①
一
）
、（
２
）

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
情

報
の
授
受
と
共
有
で
「
給
付
と

負
担
の
適
切
な
関
係
の
維
持
」

（
３
①
二
）
、（
３
）
提
供
さ
れ

た
情
報
と
同
じ
情
報
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
を
避
け
国
民
の
負

担
軽
減
を
図
る
（
３
①
三
）
こ

と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
見
渡
す
と
、「
あ
る

べ
き
納
税
者
番
号
制
度
」
で
は

な
い
が
、
不
完
全
な
納
税
者
番

号
制
度
で
よ
い
か
ら
、
現
時
点

で
受
け
入
れ
ら
れ
る
形
で
導
入

し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
利
用
開
始
後
の
施
策

推
進
理
念
は
、
行
政
に
有
利
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
そ
の
内
容
は
割
愛
す
る
。

２

税
務
当
局
は
苦
い
経
験
が

あ
り
慎
重

税
務
当
局
に
は
、
昭
和
５５
年

度
に
創
設
さ
れ
た
グ
リ
ー
ン
・

カ
ー
ド
（
以
下
「
Ｇ
カ
ー
ド
」

と
い
う
）
制
度
が
Ｇ
カ
ー
ド
交

付
開
始
（
交
付
は
昭
和
６１
年
１

月
１
日
）
直
前
の
昭
和
６０
年
度

税
制
改
正
に
お
い
て
国
民
各
層

の
理
解
（
富
裕
層
の
猛
反
対
な

ど
）
と
、
受
け
入
れ
体
制
が
十

分
整
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い

と
し
て
廃
止
に
な
っ
た
６

と
い

う
苦
い
経
験
が
あ
る
。

税
務
当
局
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
同

じ
過
ち
を
し
た
く
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
も
そ
も
、
Ｇ
カ
ー
ド
制
度

は
、
利
子
・
配
当
・
割
引
債
の

償
還
差
益
に
つ
い
て
総
合
課
税

に
移
行
す
る
た
め
、
課
税
貯
蓄

及
び
非
課
税
貯
蓄
の
双
方
を
通

ず
る
課
税
の
適
正
化
を
確
保
す

る
た
め
の
有
効
な
方
策
と
し
て

導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
採
用
さ

れ
て
い
る
納
税
者
番
号
制
度
レ

ベ
ル
に
は
至
ら
な
い
不
完
全
な

も
の
で
あ
っ
た
。

熟
慮
し
産
み
出
さ
れ
た
Ｇ
カ

ー
ド
制
度
に
対
す
る
当
時
の
社

会
の
反
応
は
、
納
税
者
番
号
制

度
に
対
し
決
し
て
拒
否
的
で
は

な
い
が
、
こ
の
大
問
題
を
受
け

入
れ
る
環
境
ま
で
に
は
な
っ
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
Ｇ
カ
ー
ド

制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。

�

お
わ
り
に

〜
真
の
納
税
者
番
号
制

度
へ
変
容
を
〜

本
稿
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
（
不
完
全
な
納
税
者
番
号

制
度
）
の
導
入
の
「
メ
リ
ッ
ト

・
デ
メ
リ
ッ
ト
論
」
や
「
納
税

事
務
コ
ス
ト
論
」（
税
務
当
局
側

と
納
税
者
側
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
納

税
事
務
適
正
配
分
な
ど
）
に
触

れ
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
が
、
前

者
に
つ
い
て
は
税
体
系
に
お
い

て
特
に
所
得
税
を
ど
の
よ
う
に

位
置
付
け
る
か
に
よ
り
考
え
方

が
分
か
れ
て
く
る
７

。

後
者
に
つ
い
て
は
あ
る
べ
き

姿
（
理
想
）
の
税
務
署
な
い
し

納
税
者
を
前
提
に
し
て
税
法
の

規
定
を
組
み
立
て
る
ス
タ
ン
ス

を
ど
う
評
価
す
る
か
に
よ
り
考

え
方
が
分
か
れ
て
く
る
。

こ
の
二
つ
の
論
を
度
外
視
し

た
と
こ
ろ
で
私
見
を
言
え
ば
、

ま
ず
、
税
務
当
局
は
、
過
去
の

苦
い
経
験
に
怯
む
こ
と
な
く
、

「
課
税
の
公
平
」
を
も
っ
と
押

し
出
し
、
新
た
な
納
税
者
番
号

制
度
（
情
報
申
告
用
納
税
者
番

号
）
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

し
、
議
論
に
さ
ら
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
思
う
。

次
に
、
税
理
士
会
は
、
新
た

な
納
税
者
番
号
制
度
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、
税
務
当
局
側
任

せ
に
せ
ず
、
具
体
的
な
利
用
イ

メ
ー
ジ
を
描
き
そ
れ
を
タ
タ
キ

台
に
し
て
納
税
者
側
の
事
務
効

率
化
を
提
案
し
な
い
と
、
納
税

者
側
の
納
税
事
務
量
（
負
担
）

の
増
加
と
い
う
形
に
納
ま
る
恐

れ
が
高
い
。

ま
た
、
税
理
士
会
は
、
時
間

を
か
け
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

を
熟
成
さ
せ
る
と
い
う
控
え
め

な
ス
タ
ン
ス
で
は
な
く
、
と
り

あ
え
ず
申
告
納
税
制
度
を
補
完

す
る
も
の
と
い
う
位
置
付
け
で

も
よ
い
か
ら
、「
課
税
及
び
執
行

の
公
平
」
等
に
つ
い
て
模
索
と

建
議
を
行
う
べ
き
時
機
だ
と
思

え
る
。

（
注
）

１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
い
う
略
称

は
、
政
権
交
代
前
に
公
募
で
決

め
た
も
の
で
、
こ
れ
を
引
き
続

き
使
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か

と
の
声
も
あ
り
、
政
府
の
公
式

文
書
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
が
、

一
般
に
定
着
す
れ
ば
使
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。（
向
井
治
紀
内
閣

審
議
官
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
週
刊

税
の
し
る
べ
、
２５
・
６
・
１０
、

ｐ
４
よ
り
要
約
）

２

政
府
「
税
制
調
査
会
」（
平
成

２５
年
１０
月
８
日

開

催
）
は
、「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
税
務
執
行
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ
」（
略

称
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Ｄ
Ｇ
」
、
座

長
神
野
直
彦
東
大
名
誉
教
授
）

を
設
け
、
申
告
等
の
利
便
性
向

上
・
所
得
把
握
の
適
正
性
等
に

つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
を
始

め
た
。

３

ち
な
み
に
、
筆
者
は
國
學
院

大
學
経
済
学
部
で
「
税
務
会
計
」

を
講
義
し
て
お
り
、
受
講
学
生

約
１
０
０
名
に
課
題
レ
ポ
ー
ト

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
納
税
者
側

の
メ
リ
ッ
ト
」
を
作
成
さ
せ
た

（
平
成
２５
年
前
期
）
と
こ
ろ
、

ほ
ぼ
全
て
の
学
生
が
「
分
か
ら

な
い
、
見
え
な
い
」
と
い
う
。

な
お
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
論
で
は
な
い
が
、
導
入
さ
れ

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
へ
の
期

待
を
取
上
げ
た
種
類
の
論
文
が

よ
う
や
く
登
場
し
始
め
た
。
例

え
ば
、
酒
井
克
彦
教
授
稿
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
今
後
の
展

開
」（
税

経

通

信
２
０
１
３
・
１１

月
号
）
が
あ
る
。

４

向
井
治
紀
内
閣
官
房
（
社
会

保
障
改
革
担
当
室
）
審
議
官
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
、
週
刊
税
の
し
る

べ
、
２５
・
６
・
１０
、
ｐ
４
よ
り
要
約

５

上
羅
豪
国
税
庁
長
官
官
房
審

議
官
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
週
刊
税

務

通

信
、
２５
・
９
・
３０
、
ｐ
１３

―
１４
よ
り
要
約

６

昭
和
５５
年
及
び
昭
和
６０
年
「
改

正
税
法
の
す
べ
て
」
参
照

７

佐
藤
英
明
教
授
稿
「
納
税
者

番
号
制
導
入
の
可
否
―
論
点
の

整
理
」
、
税
研
、
１
９
９
９
・
１
参
照

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
と
税
理
士
が
果
た
す
べ
き
役
割

小宮山 隆
【杉 並】
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